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税金の口座振替につ

いて 

口座振替を、１名義でも複

数口座で振替できるように

してほしい。 

（例えば個人事業で、事業分

と個人分とを分けられたら

よい。） 

 

同一名義で複数の固定資産税を筆ごとに、ま

た軽自動車税を各自動車別に口座を分けるこ

とができないかと要望をいただきましたが、納

税義務者ごとに口座登録を行っているため、筆

別および自動車別に引き落とし口座を複数に

分けることはできません。  

軽自動車税及び自動車税について県内の各

市、鳥取県にそのようなことを行っているかと

確認したところ、すべての市、鳥取県について

も北栄町同様にシステム上、複数口座に分ける

ことは行っていないと回答がありました。申告

のために口座を分けたいとのことでしたが、軽

自動車の所有者（納税義務者）を変更していた

だく以外には別口座を設定する方法はありま

せん。所有者（納税義務者）の変更が難しいと

いうことでしたら、軽自動車税であれば軽自動

車１台ごとに納税通知書が出ていますので、口

座引き落としを終了して納付書で納付する方

法をご検討ください。固定資産税につきまして

は、同一納税義務者の資産をまとめて納税通知

書が作成されますので、口座引き落しの場合で

も納付書での支払いの場合でも筆別に分ける

ことはできません。  

税務課 



   分けて管理をしたいということであれば、や

はり所有者（納税義務者）の変更をしていただ

く必要があります。登記内容に応じて所有者

（納税義務者）を変更しますので、法務局で所

有権移転登記を行なっていただきますようお

願いいたします。  

 

 

 


